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〈乾燥植物片〉 〈麻薬に似た薬物〉

●！ 「合法ハーブ」などと称して販売されるため、まるで身体影響がなく、安全で
あるかのように誤解されていますが、実際は、どんな物質がどれだけ入って
いるか分からないことが多く、どんな症状が現れるかも不明であり、麻薬や
覚醒剤と同じか、より危険な薬物といえます

●！ 店舗やインターネット上で、お香、アロマ
オイル、芳香剤、バスソルトなどに見せかけ
て販売されています

●！ 「危険ドラッグ」には、既に規制されている
麻薬や覚醒剤の化学構造を少しだけ変えた
物質が含まれており、中には麻薬や覚醒剤よ
り危険な成分が含まれていることがあります

●！ 危険ドラッグは、使用すると意識障害
や呼吸困難を起こしたり、死亡する
ことがあります。また、異常行動を起こ
し、他者に危害を加えてしまうことも
あります

●！ １回ぐらいなら大丈夫と思っても、また
使いたくなり、繰り返し使わずにはいら
れなくなってしまう依存性もあります

●！ 健康被害が疑われる場合には、速や
かに医療機関を受診してください
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■危険ドラッグは、使用がやめられな
くなったり、死亡

例を含む健康被害や異常行動を起
こす場合が

あり、麻薬や覚醒剤と同じか、それ以
上の恐ろしさ

を持つ物質です。決して摂取又は使用
しないでくだ

さい
■製品をお持ちの方は、直ちに摂

取又は使用を

中止し、健康被害が疑われる場合は
、直ちに医療

機関を受診してください

●！ 薬事法で指定している「指定薬物＊」については、製造、輸入、販売もしくは授与目的での貯蔵又は陳列の
禁止に加え、平成２６年４月１日からは、所持、使用、購入、譲り受けが禁止されています

●！ 合法ハーブなどと称して販売されている危険ドラッグに指定薬物が含まれていることがあります

●！ 指定薬物を含む危険ドラッグを所持、使用
するなどして薬事法に違反した場合は、３年
以下の懲役、もしくは３００万円以下の
罰金、又はどちらの罰も科されます

＊中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体
に使用された場合に保健衛生上の危害が発生する
おそれのある物として厚生労働大臣が指定するもの

○富山県厚生部くすり政策課 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1208/kj00014059.html
　（「危険ドラッグ」の使用による健康被害について（注意喚起））
 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1208/kj00012579.html
○富山県警察本部組織犯罪対策課　http://police.pref.toyama.jp/cms_sec_police/6114/kj00001417.html
○厚生労働省（薬物乱用防止に関する情報）
　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
○内閣府（薬物乱用）　http://www8.cao.go.jp/souki/drug.html
○政府広報オンライン（薬物に関する情報）　http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201210/2.html

についてのご相談は

参 考ＵＲＬ

富山県厚生部くすり政策課 TEL ０７６‒４４４‒３２３４

富山県警察本部組織犯罪対策課 TEL ０７６‒４４１‒２２１１(代表)

富山県心の健康センター TEL ０７６‒４２８‒１５１１

最寄りの各厚生センター（支所）、富山市保健所、警察署までお願いします。

富山県厚生部くすり政策課では、危険ドラッグの販売店の情報を集めています。
販売店を見かけたら、ご連絡をお願いします。
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富山県薬物乱用対策推進本部
（富山県厚生部・富山県警察本部・富山県教育委員会）


